
確
定
申
告
が
必
要
な
人

▼
事
業
所
得
、
不
動
産
貸
付
収
入

の
あ
る
場
合
、
土
地
や
建
物
を
売

っ
た
場
合

▼
給
与
所
得
者
で
平
成
17
年
中
の

収
入
が
２
千
万
円
を
超
え
る
人

▼
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の

所
得
（
生
命
保
険
の
満
期
金
な
ど
）

金
額
の
合
計
金
額
が
20
万
円
を
超

え
る
人
な
ど

確
定
申
告
す
れ
ば
税
金
が
戻
る
人

給
与
所
得
者
で
所
得
税
の
申
告

義
務
の
な
い
人
で
も
、
次
の
よ
う

な
場
合
は
、
申
告
す
れ
ば
所
得
税

が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
年
末
調
整
で
、
配
偶
者
特
別
控

除
や
生
命
保
険
料
控
除
な
ど
の
所

得
控
除
の
申
告
を
し
な
か
っ
た
人

▼
源
泉
徴
収
済
税
額
の
あ
る
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
で
、
年
の
中
途
で
退
職

し
年
末
調
整
を
受
け
て
い
な
い
人

や
、
医
療
費
控
除
、
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
、
雑
損
控
徐
（
災
害

や
盗
難
な
ど
で
資
産
に
損
害
を
受

け
た
場
合
）
な
ど
を
受
け
る
人

▼
退
職
所
得
が
あ
る
人
で
、
そ
の

所
得
を
含
め
て
申
告
す
る
と
、
源

泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
に
つ
い
て

「
定
率
減
税
」
（
税
額
の
20
％
相
当

額
（
最
高
25
万
円
が
限
度
）
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人

※
こ
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の
申

告
書
は
、
２
月
15
日
以
前
で
も
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

町
・
県
民
税
は
、
所
得
税
と
同

様
に
前
年
１
年
間
の
所
得
に
か
か

る
地
方
税
で
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人

は
、
町
・
県
民
税
の
申
告
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
確
定
申
告
を
し
な
か

っ
た
人
や
確
定
申
告
の
必
要
の
な

い
人
で
も
次
の
場
合
は
、
町
・
県

民
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

▼
平
成
18
年
１
月
１
日
現
在
、
町

内
に
住
ん
で
い
て
同
17
年
中
に
給

与
所
得
以
外
の
所
得
が
あ
っ
た
人

▼
平
成
17
年
中
に
給
与
所
得
が
あ

る
人
で
、
勤
務
先
か
ら
町
へ
給
与

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な

い
人
や
、
公
的
年
金
の
受
給
者
で
、

公
的
年
金
支
払
報
告
書
が
町
へ
提

出
さ
れ
て
い
な
い
人

▼
町
外
に
住
ん
で
い
て
、
町
内
に

事
業
所
や
家
屋
敷
を
持
っ
て
い
る

人
町
・
県
民
税
の
申
告
は
、
次
の

会
場
で
受
け
付
け
ま
す
。

◎
２
月
16
日
〜
３
月
15
日
（
土
・

日
・
祝
日
を
除
く
）
午
前
８
時
45

分
〜
午
後
５
時
15
分

◎
町
役
場
税
務
課
、
日
生
・
六
瀬

住
民
セ
ン
タ
ー

個
人
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
人

は
、
個
人
事
業
税
の
申
告
が
必
要

で
す
。

た
だ
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告

や
町
・
県
民
税
の
申
告
を
さ
れ
た

人
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
場

合
、
申
告
書
の
「
事
業
税
に
関
す

る
事
項
」
欄
に
必
要
事
項
を
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
15
年
分
の
課
税
売
上
高

（
売
上
や
収
入
）
が
１
千
万
円
を
超

え
て
い
る
人
は
、
同
17
年
分
の
課

税
事
業
者
と
な
り
、
３
月
31
日
ま

で
に
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

の
申
告
と
納
税
が
必
要
で
す
。

申
告
相
談
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、

平
成
17
年
分
の
課
税
売
上
・
課
税

仕
入
額
な
ど
を
ご
自
分
で
計
算
の

う
え
、
３
月
15
日
ま
で
は
、
伊
丹

市
立
産
業
情
報
セ
ン
タ
ー
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
。

課
税
事
業
者
の
人
は
、
記
帳
と

書
類
の
保
存
が
必
要
で
す
。

贈
与
税
の
申
告
の
相
談
お
よ
び

申
告
書
の
受
け
付
け
は
、
２
月
１

日
か
ら
３
月
15
日
ま
で
で
す
。

平
成
17
年
中
に
、
個
人
か
ら
１

１
０
万
円
を
超
え
る
財
産
の
贈
与

を
受
け
た
人
は
、
贈
与
税
の
申
告

が
必
要
で
す
。

申
告
相
談
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、

伊
丹
市
立
産
業
情
報
セ
ン
タ
ー
へ

お
越
し
く
だ
さ
い
。 ２

面
＝
流
域
で
連
携
し
清
流
猪
名
川
を
守
ろ
う
　
３

面
＝
第
４
回
公
民
館
フ
ェ
ス
タ
　
４
面
・
５
面
＝
平
成

16
年
度
決
算
を
認
定
　
６
面
＝
情
報
ポ
ケ
ッ
ト
　
７

面
＝
健
康
・
福
祉
　
８
面
＝
い
な
が
わ
特
派
員
報
告

今 月 号 の

主 な 内 容

平
成
17
年
分
の
所
得
税
の
申
告
は
2
月
16
日
か
ら
3
月
15
日
ま
で

確
定
申
告
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事
項

所
　
得
　
税

町
・
県
民
税

個
人
事
業
税

消
　
費
　
税

贈
　
与
　
税

◎所得税・贈与税・消費税
伊丹税務署（〒664－0898伊丹市千僧１－47－３・�779－6121）

◎個人事業税
伊丹県税事務所（〒664－8522伊丹市千僧１－51・�783－1231）

◎町・県民税 町役場税務課（�766－8702）

問い合わせは

イイ ンン タタ ーー ネネ ッッ トト でで
がが でで きき まま すす

◎国税庁のホームページ
�「確定申告等作成」のコーナーで作

成した申告書をそのまま提出すること

ができます。なお、申告の内容により

源泉徴収票などを申告書に添付する必

要があります。

�「税務手続きの案内」のコーナーか

らは青色決算書、医療費の明細など申

告書に添付する書類のほか、納税地の

変更届、開業届出書などの様式もダウ

ンロードできます。

�インターネットで気軽に相談ができ

る「タックスアンサー」にリンクして

います。

◎大阪国税局のホームページ
�「税務署の所在地・お知らせ」のコ

ーナーでは、申告相談会場や確定申告

に関する情報などを案内しています。

◎国税電子申告・納税システム
インターネットなどを利用して、自

宅や事務所に居ながら申告や納税の手

続きができます。

会場は混雑する場合があります。申告書は郵送でも
提出できますので、伊丹税務署までお送りください。

また、納税は便利な振替納税を、還付は口座振込を
ご利用ください。

伊丹税務署では、3月1 5日まで申告の相談は行ってい
ません。

相 談 内 容 ところ
と　き

（土・日・祝日を除く）

給与所得者や年

金所得者の申告

相談など

所得税、消費税、

贈与税の全ての

申告相談など

税理士による小

規模事業者や不

動産所得者の申

告相談など

２月１日～同３日

９:30～12:00､13:00～15:30

２月７日～３月10日

10:00～12:00、13:00～16:00

１月23日～３月15日

9:00～12:00、13:00～17:00

（２月19日・同26日開設）

２月16日～３月10日

10:00～12:00、13:00～16:00

猪名川町中央公民館

（生涯学習センター）

アステホ―ル

（アステ川西）

伊丹市立産業・情報

センター

（伊丹商工プラザ）

アステホ―ル

伊丹市立産業・情報

センター

混雑の状況によっては、上記時

間にかかわらず受け付けを締め切

る場合があります。

各会場へは、電車・バスなどの

公共交通機関をご利用ください。

�伊丹産業情報センターへは、阪

急伊丹駅またはＪＲ伊丹駅から徒

歩約７分 農業所得標準で申告されている農家の皆さまへ

平成1 8年所得分から水稲所得標準が廃止され､

来年の確定申告からは「収支計算」による申告と

なります。「収支計算」を行うために、毎年１月

１日から1 2月3 1日までの１年間の農業に関する金

額がわかる書類（通帳、出荷・売上伝票、請求書、

領収書など）の保存を習慣づけてください。

確 定 申 告 （ 相 談 ） 会 場

国税庁のホームページ
（http://www.nta.go.jp）
大阪国税局のホームページ

（http://www.osaka.nta.go.jp）
国税電子申告・納税システム
ｅ‐Ｔａｘ（http://www.e-tax.nta.go.jp）

確
定
申
告
と
納
税
の
期
限
は
、
所
得
税
と
贈
与
税
に
つ
い
て
は
３
月

15
日
、
消
費
税
は
３
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

申
告
納
税
制
度
の
趣
旨
か
ら
、
申
告
書
は
自
分
で
作
成
し
て
い
た
だ

く
こ
と
が
基
本
で
す
。
申
告
書
の
作
成
に
は
、
町
税
務
課
で
配
布
し
て

い
る
「
確
定
申
告
の
手
引
き
」
や
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定

申
告
書
等
作
成
」
コ
ー
ナ
ー
を
利
用
し
て
い
た
だ
く
と
便
利
で
す
。

ま
た
、
所
得
税
の
申
告
が
不
要
な
人
で
も
、
町
・
県
民
税
の
申
告
が

必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。


